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開催日時  令和５年１１月７日（火）１４時００分～ 

開催場所  羽曳野市役所 本館北会議室 

出席一覧表  

地区名 役 職 農業委員 出・欠 
農地利用最適化

推進委員 
出・欠 

東
部
地
区 

古
市 

 松永 年實 ○   

 麻   隆司 ○   

 笹本 育司 ○   

   松本 武博 ○ 

西
浦 

 塩田  勝則 ○   

 髙橋  寛 ○   

 井口    優 ○   

   辻本 弘𠮷 ○ 

駒
ヶ
谷 

副会長 堀内  利弘 ○   

 植野  純央 ○   

 𠮷田  隆美 ○   

   吉田   繁 ○ 

西
部
地
区 

埴
生 

副会長 髙岡  直吉 ○   

   尼丁 正寄 × 

高
鷲 

会 長 奥野  晋也 ○   

  松本  忠久 ○   

丹
比 

 大谷    章 ○   

 小池  良夫 ○   

    大谷 憲央 ○ 

出席委員 （農業委員 １４名） （推進委員 ４名） 

欠席委員 （農業委員   名） （推進委員 １名） 

 

農業委員会事務局 

    金森 淳  葉山浩章  𠮷村直樹  渡辺正治  

 

案  件 

報告第２２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について １件 
報告第２３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について １件 
議案第３４号 農地法第３条の規定による許可申請について １件 
議案第３５号 農地法第５条の規定による許可申請について １件 
議案第３６号 農用地利用集積等促進計画（案）承認について ２件 
以上、会議の顛末は、事務局で記載したものであるが、その内容の正確であることを

証するため、ここに署名する。 

 

                議 長 

  

                委 員 

 

                委 員 
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【開会 14：00】  

 

事 務 局   それでは、皆さんお揃いですので、ただいまより、令和５年１１回の農

業委員会定例会を開催させて頂きます。 
出席委員につきましては、定足数に達しておりますので、本定例会は成

立しておりますことをご報告いたします。 
それでは開会にあたりまして、奥野会長よりご挨拶をお願いします。 

 

奥野会長   皆さんこんにちは。 
今日もいい天気で、昨日はいい雨が降りまして、野菜等に良かったかなと

いう感じでございますけど、先月の農業委員会大会の方、多数ご参加いた

だきましてありがとうございます。また、今週から農地パトロールの方始

まりますので、各地区の現場確認よろしくお願いします。 
それでは、事務局より案件の説明の方よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、令和５年１１回農業委員会定例会で上程させていただきました、

議案の概略を説明させていただきます。 
初めに、報告第２２号農地法第４条第１項第７号の規定による届出につい

て、高鷲地区１件です。 

次に、報告第２３号農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

高鷲地区１件です。 
次に、議案第３４号農地法第３条の規定による許可申請について、 
古市地区１件です。 
次に、議案第３５号農地法第５条の規定による許可申請について、 
駒ヶ谷地区１件です。 
最後に、議案第３６号農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 
西浦地区２件です。 
 

以上 本日ご審議いただきます案件については、 

報告案件が２件、議案案件が４件の合計６件となります。 

なお、本日欠席の委員は、埴生地区の尼丁委員です。 

 
それでは議長、ご審議の程よろしくお願いいたします。 
 

奥野議長   本定例会は成立していますこと、先ほど事務局長から報告がありました。 

それでは、議案審議に入る前に、私から議事録署名委員を指名させていた

だくことにご異議ありませんか。 

 

全 委 員    異議なし 

 

奥野議長   それでは、本日の議事録署名委員を堀内副会長と小池委員にお願いしま

す。よろしくお願いします。 

それでは、報告第２２号農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局    農地法第４条第１項第７号の届出についてご説明をさせていただきます。 
この届出は、市街化区域の農地の転用に係る届出です。 
この届出は、自分の土地を自分のために使用するための届出です。 
位置図①４条届出をご参照ください。 

地区名は、高鷲地区です。 

対象農地は、南恵我之荘二丁目３７５番４ 地目は田、面積は１４７㎡

となります。 
届出人は、議案書のとおりです。 
転用目的は、露天駐車場で、この案件につきましては、既に転用済とな

っております。 
現地確認委員は、松本忠久委員です。 

 

なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」 

第６の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、 

本議案の受理については問題ございません。 

現地確認していただきました結果、現地確認委員から異議ありませんでし

たのでご報告いたします。 

 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

 
奥野議長   農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、地元委員さんから

異議がありませんでしたので、専決処理させていただきました。地区委員

さん、他の委員さん承認よろしくお願いします。 

 

奥野議長   報告第２３号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出について事務

局から説明をお願いします。 
 

事 務 局  農地法第５条第１項第６号の届出について、ご説明させていただきます。 
この届出は、市街化区域の農地の所有権移転と転用届となります。 

   
位置図②５条届けをご参照ください。 
地区名は、高鷲地区です。 
申請地は、島泉九丁目１７５番１  地目は田、面積は１，３３４㎡、 
譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。 
転用目的は、運動場です。 
現地確認委員は、奥野会長です。 

 
なお、本届出について「農地法関係事務処理にかかる処理基準」 
第６の３の(２)の届出を受理しない場合に該当しないため、 
本議案の受理については問題ございません。 
現地確認していただきました結果、現地確認委員から異議ありませんでし

たのでご報告いたします。 
 
説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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奥野議長  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
地元委員さんから異議がありませんでしたので、専決処理させていただき

ました。 
地区委員さん、他の委員さん承認よろしくお願いします。 

 
奥野議長  議案第３４号農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第３４号農地法第３条の規定による許可申請についてご説明させてい

ただきます。 

本件は、農地の所有権移転を行うものです。 

地図の③３条許可をご参照ください 

地区名は古市地区、申請地は羽曳野市誉田１５６５番１、地目は畑、面積は

３０３８㎡、譲渡人、譲受人は議案書のとおりです。 

地区名は、古市地区ですが、誉田地番となっておりますが飛地となってお

りますので、駒ヶ谷地区委員に現地確認をいただいております。 
所有権移転後の世帯耕作面積は、５，０２２㎡となります。  
今回、土地の譲渡で、土地の分筆は行わず、親子間での共有持分権の３分

の１の移転する申請となります。 
譲受人の農作業歴は２０年、家族５名で耕作をされており、農機具につき

ましても、草刈機、耕運機等を所有しておられ、現在も所有農地及び申請

地を耕作しており問題はありません。以上ご審議の方よろしくお願いいた

します。 
 

奥野議長  古市地区の農地法第３条の許可申請について、地元委員さんいかがですか。 

 

地元委員  １１月２日の日に地区委員全員と事務局と一緒に現地確認しております。 

これは、去年の１２月７日の総会で 1 回目の三分の一ずつ譲渡申請され、

親子関係で特に問題ないです。 

 

奥野議長  地元委員さん異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 

 

地区委員  異議なし 

 

奥野議長  地元委員さん、地区委員も異議ないようですが、他の委員さんいかがです

か。 
 
他の委員  異議なし 

 
奥野議長  異議がないようですので、古市地区の農地法第３条許可申請は 

原案どおり、可決決定いたします。 
 

奥野議長   議案第３５号農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いします。 
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事 務 局   議案第３５号農地法第５条の規定による許可申請についてご説明させてい

ただきます。 

 

地図の④５条許可をご参照ください。 

地区名は駒ヶ谷地区 
申請地は羽曳野市駒ヶ谷１１３番３ 地目は田 面積は１３８㎡ 
設定人、被設定人は議案書のとおりです。  
本件は、市街化調整区域内の農地について、賃借権等の設定を行い、被設定

人が転用行為を行うものです。 

転用目的は、露天駐車場、資材置場です。権利の種類は、賃借権の設定、農

地区分は、街区の面積に占める宅地の面積の割合が４０パーセントを超え

ているため、農地法施行規則 第４４条 第２号 に該当し、 第３種農地に該

当するものと判断いたします。 
転用の理由ですが、被設定人はリサイクル商品の収集運搬業を営んでおり、

事業拡大に伴い現在利用している駐車場及び資材置場が手狭となったこと

や、搬入車両の進入に際して間口が狭いこともあり、近隣住民の配慮と交

通の危険防止のため、隣接地にあたる申請地を選定し、露天駐車場と資材

置場として整備するものです。 

駐車台数につきましては、２トントラック４台、資材置場５０㎡を確保し

ております。 

表面はコンクリート敷となり、雨水につきましては、申請地西側の市道の

集水桝から雨水管へ放流することとなり、周辺農地の営農等に支障がない

ものと考えます。 

説明は以上となります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

奥野議長  駒ヶ谷地区の農地法第５条の許可申請について、地元委員さんいかがです

か。 
 

地元委員  本件につきましても先日の１１月２日事務局と現地の確認を行っており

ます。本件は、去年の２２年の３月７日に承認いただきました同じ安盛商

事の案件の隣接地というか、道路に面した三角地で、車の進入が困難、手

狭で進入が困難ということで、今回の申請に上がっております。 

特に問題ないと考えております。 

  

奥野議長  地元委員さん異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 

地区委員  異議なし 

 

奥野議長  地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員  異議なし 

 

奥野議長  異議がないようですので、駒ヶ谷地区の農地法第５条許可申請は、許可や

むを得ないものと意見を付して大阪府知事へ進達いたします。 
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奥野議長  議案第３６号農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、事務局か

ら説明をお願いします。 
 
事務局   議案第３６号農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、ご説明申

し上げます。 
１件目、地図⑤利用集積をご参照ください。 

地区名は西浦地区、申請地は尺度２１１番２、地目は田、面積は９９３㎡ 
権利の種類は、使用貸借です。 
利用権の設定をする者、利用権の設定を受ける者、利用権の設定を行う者

農地中間管理機構につきましては議案書のとおりです。 
契約期間は令和６年１月１日から令和１０年１２月３１日までの５年間

です 
今回の申請は、契約期間が満了により継続の更新を行うものです。 
転借人は、近隣農地において同じく農地中間管理権の設定及び賃借権又は

使用貸借による権利設定を利用して契約を結び、近隣地域にて耕作をされ

ておる実績があります。さらに今回、規模の拡大となり、耕作に必要な機

材はリースで使用しています。今後も農地を効率的に利用すると考えられ、

農業従事者日数についても、効率的に農地を耕作される計画を立てられて

いるため、問題ないと判断します。 
現地の方につきましては、地元農業委員と立会を行っているため、問題点

について何か報告がないかお伺いを行うものです。よろしくお願いします。 
 

奥野議長  １件目の西浦地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 
地元委員さんいかがですか。 

  

地元委員   昨日、現地の立ち合いに行きましたが、この方、以前から他に４か所も耕

作をされており、今回は、この土地に関して米作というよりも果樹、果樹

園に変えられ、既に果樹の植え付けも完了しており、特に問題ないと思い

ます。 

 
奥野議長   地元委員さん異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 
地区委員   異議なし 

  
奥野議長   地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
他の委員   異議なし 

 
奥野議長    異議がないようですので、原案どおり承認いたします。 

     １件目の西浦地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 
農地中間管理機構に承認の旨を回答いたします。 

 
事務局   ２件目についてご説明申し上げます。 

地図⑥利用集積をご参照ください 
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地区名は西浦地区、申請地は広瀬１３７番１、地目は田、面積は７１２㎡ 
権利の種類は使用貸借です。 
今回の申請は、契約期間が満了により継続の更新を行うものです。 
転借人は、近隣市町村において同じく農地中間管理権の設定及び賃借権又

は使用貸借による権利設定を利用して契約を結び、耕作をされており、実

績を積んでおります。規模の拡大の申請となります。耕作に必要な機材は

所有されており、耕運機等所有されております。今後も農地を効率的に利

用すると考えられ、現在もイチジクを栽培されておられます。農業従事者

日数についても、効率的に農地を耕作される計画を立てられているため、

問題ないと判断します。この申請地についても、地元農業委員さんと立会

を行っているため、問題ないか報告をお願いいたします。 
 

奥野議長   ２件目の西浦地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、 
地元委員さんいかがですか。 

  

地元委員   昨日、現地立ち合いを行いました。現在イチジクを栽培されており、今後

も農地を効果的に利用されると考えられます。また、事務局の方から報告

があったように農作業日数が３２０日ということで、年間通じて常時農作

業に従事されると考えられます。なお、昨日も現地に行った時に、農作業

をされていました。 

報告は以上です。 

 
奥野議長   地元委員さん異議ないようですが、地区委員さんいかがですか。 
 
地区委員   異議なし 

  
奥野議長   地元委員さん、地区委員さん異議ないようですが、他の委員さんいかがで

すか。 
 

他の委員   異議なし 

 
奥野議長    異議がないようですので、原案どおり承認いたします。 

     ２件目の西浦地区の農用地利用集積等促進計画（案）の承認について、農

地中間管理機構に承認の旨を回答いたします。 
 

奥野議長  これをもちまして、報告・議案の審議は終了いたします。 

     
 

【閉会 14：25】 


